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子育て支援の充実施策19

地域ぐるみの子育て支援の環境が整備されることにより、子育て家庭とその子どもが地域の人に
支えられ、安心して子育て・子育ち※1 ができています。

施策の現状
本市では、地域における子育て支援の拠点として、総合子育て支援センターと５か所の子育てプレイ

スでつどいの広場事業を展開しています。
また、核家族化が進むなか、社会全体で次代を担う子どもを育むという観点から、児童館では地域に

密着した子どもの居場所づくりと地域との交流の場として事業内容を工夫し利用促進に努めています。
子育て家庭からの相談については、複数の機関が関係する複雑多様化した内容が増えており、家庭

児童相談室のほか、相談機関相互の連携が必要な場合が生じています。一方、支援は必要であるものの、
相談に至らない家庭も見受けられます。

子育て支援の情報は、狭山市子育てサイト「Ｈｏｍｅ Ｃｉａｏ（ほめちゃお）」、市民交流促進総合ポータ
ルサイト「さやまルシェ」※2 などを通じて発信しています。

また、総合子育て支援センターを中心に、地域の子育て支援活動団体などの把握に努め、組織活性
化へ向けての支援を行う一方で、さやま子育て支援ネットワークを組織し、各団体が横のつながりを持ち、
継続して活動できるよう連携を図っています。

施策の課題
●複雑多様化・増加する相談への対応、子育て情報の収集と的確な提供、子どもの居場所づくりと地

域との交流の場としての児童館の活用など、子育て世帯を支援する総合的な取り組みが必要です。

施策の目指す姿

※1 子育ちとは
子ども自身が育っていく力を身につけ、自らの力で心身ともに成長すること。

※2 市民交流促進総合ポータルサイト「さやまルシェ」とは
市の公式ホームページとは別に、地域に特化した行政情報と民間情報を一か所に集約し、自宅のパソコンや携帯電話から同時
に閲覧でき、市民側からの情報提供なども可能な双方向性を持ったシステムのこと。

※3 利用者支援事業（基本型）とは
利用者に対し、子育て支援の情報提供や相談・助言を行い、関係機関と連携して妊娠期から子育て期まで切れ目のない支援を
実施すること。また、地域の子育て資源の開発や育成を行うこと。

※4 基幹型保育所とは
地域の他の子育て支援施設（児童館や子育てプレイス等）との複合化を念頭に、相談機能の充実や地域連携の強化を図り、保
育と子育て支援機能を合わせ持つ保育所のこと。
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第
５
節　
児
童
福
祉
の
充
実

主なとりくみ
（1）子育て支援サービスの充実

●子育てする親と子どもが気軽に集い、子育ての相談や情報収集、仲間づくりなどができる、総合
子育て支援センターと５か所の子育てプレイスで地域における子育て支援の拠点となるつどいの広
場事業の充実を図ります

●多様化する保育ニーズに対応するための一時預かり保育の充実を図ります。
●魅力ある児童館事業を実施するとともに、子どもが気軽に利用できる環境を整備し、利用の促進

を図ります。
●子育てを地域で支えることができるように、地域で子育てサポートを行う人たちの人材育成等を図

ります。
（2）相談体制の充実

●総合子育て支援センターは、子育て支援の拠点として親子で交流できる場の提供とともに、「利用
者支援事業（基本型）※3」を実施し子育て家庭からの相談を受け、適切な支援につなげていきます。

●地域の子育て支援の中核としての役割を担う基幹型保育所※4 で、子育てに関する相談に応じてい
きます。

●地域からの情報提供により、支援を必要とする家庭を把握し、適切な支援が受けられるよう、相
談等を実施します。

（3）子育て支援ネットワークの充実
●地域の子育て支援団体の活動を支援する一方、さやま子育て支援ネットワークを組織し、団体間

の横の連携を強め、活動の広がりにつながるよう支援します。また、さやま子育て支援ネットワー
クに属さない子育て団体の把握に努め、必要に応じて情報提供を行い、団体運営を支援します。

（4）児童館サービスの充実
●子どもが遊びによって心身の健康を増進し、情操を豊かにするよう児童館事業の充実を図ります。

また、安心して利用できる居場所づくりや、地域との交流の場としての児童館サービスの充実を
図ります。

施策の成果目標

項　目 実績値 目標値
令和元年度 令和７年度

つどいの広場事業 
（総合子育て支援センター・子育てプレイス）の利用者数 ４５，００４人 ４８，０００人

利用者支援事業（基本型）の利用者数 － １２１人

市民・団体・事業者などに期待する協働による行動
●身近な地域の子育て支援の場に、積極的に参加しましょう。
●子育ての困りごとは、身近な相談場所に相談しましょう。
●事業者は子育て支援のネットワークづくりに参画しましょう。
●中学生・高校生は児童館活動に積極的に参加しましょう。

関連するＳＤＧｓのゴール
●ゴール５ ジェンダー平等を実現しよう
●ゴール１７ パートナーシップで目標を達成しよう
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